
27.10.01 (4)(5)27.10.01

特集②　始まります！マイナンバー制度

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）

は
、み
な
さ
ん
の
利
便
性
を
高
め
、

行
政
を
効
率
化
し
、
公
平
・
公
正

な
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
社
会

基
盤
と
な
る
制
度
で
す
。

社
会
保
障
・

      

税
番
号
制
度

〜 
１
人
に
１
つ
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー 

〜

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

問
い
合
わ
せ　
（
℡  
８
９
２
・
０
１
２
１
）

▽
番
号
制
度
導
入
担
当
＝
秘
書
・
政
策
企
画
課

▽
通
知
カ
ー
ド
・
個
人
番
号
カ
ー
ド
担
当
＝
市
民
課

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

　

28
年
１
月
以
降
、
社
会
保
障
分

野
（
健
康
保
険
・
介
護
保
険
・
生

活
保
護
・
児
童
手
当
な
ど
）
や
、

税
務
（
確
定
申
告
・
源
泉
徴
収
・

扶
養
控
除
申
請
な
ど
）
の
申
請
や

届
出
書
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
入

し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す

平
成
27
年
10
月
〜

▽ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
さ

れ
た
通
知
カ
ー
ド
が
、
み
な

さ
ん
に
届
け
ら
れ
ま
す
。

平
成
28
年
１
月
〜

▽ 

申
請
者
に
は
、
個
人
番
号

カ
ー
ド
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

▽ 

各
種
行
政
手
続
き
で
、
個
人

番
号
が
利
用
さ
れ
ま
す
。

平
成
29
年
１
月
〜

▽ 
国
の
行
政
機
関
な
ど
の
間

で
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
使
っ
た

情
報
連
携
が
始
ま
り
ま
す
。

平
成
29
年
７
月
〜

▽ 

市
町
村
な
ど
地
方
公
共
団

体
間
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を

使
っ
た
情
報
連
携
が
始
ま

り
ま
す
。

❒ 

今
後
の
予
定 

❒

❒ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
で

　

   

変
わ
る
こ
と   

❒

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用
す
る
事

務
は
、
法
律
や
条
例
で
定
め
ら
れ

た
も
の
だ
け
で
す
）。

　

ま
た
、「
な
り
す
ま
し
」
を
防

ぐ
た
め
に
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記

入
す
る
際
に
は
、
窓
口
で
厳
格
に

本
人
確
認
を
行
い
ま
す
。

　

市
の
窓
口
以
外
で
も
、
勤
務
先

や
口
座
を
開
設
し
て
い
る
証
券
会

社
・
契
約
を
し
て
い
る
生
命
保
険

会
社
な
ど
か
ら
、
社
会
保
障
や
税

の
手
続
き
の
た
め
に
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、

通
知
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

通
知
カ
ー
ド
が
届
き
ま
す

　

10
月
以
降
か
ら
順
次
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
の
通
知
カ
ー
ド
が
、
簡
易

書
留
で
郵
送
さ
れ
ま
す
。

　

簡
易
書
留
に
は
、
次
の
①
〜
③

が
入
っ
て
い
ま
す
。

① 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
「
通
知
カ
ー

ド
」

② 
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
の
申
請

書
と
返
信
用
封
筒

③ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
の
説

明
書
類

※ 

通
知
カ
ー
ド
は
、
住
民
票
の
住

所
に
送
付
さ
れ
ま
す
。
現
在
お

住
ま
い
の
住
所
が
、
住
民
票
と

異
な
る
場
合
は
、
住
民
票
の
あ

る
市
区
町
村
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

※ 

通
知
カ
ー
ド
は
、
簡
易
書
留
郵

便
（
受
け
取
り
サ
イ
ン
が
必

要
・
転
送
さ
れ
な
い
）
で
届
き

ま
す
。
世
帯
単
位
で
郵
送
さ
れ

る
た
め
、
住
所
地
に
家
族
が
住

ん
で
い
れ
ば
、
全
員
分
の
受
け

取
り
が
で
き
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
一
人
ひ
と
り

に
関
係
す
る
大
事
な
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
だ
か
ら
、
通
知

カ
ー
ド
を
必
ず
受
け
取
っ

て
、
大
切
に
保
管
す
る
必
要

が
あ
る
ん
だ
ね
！

申
請
し
よ
う
、

 
個
⼈
番
号
カ
ー
ド

︵
表
⾯
︶

︵
裏
⾯
︶

 通知カード 

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
は
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
使
用
す
る
申
請
や
届
出

書
な
ど
を
提
出
す
る
場
合
、
本
人

確
認
の
際
に
利
用
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
28
年
２
月
か
ら
、
住
民

票
な
ど
各
種
証
明
書
の
コ
ン
ビ
ニ

交
付
で
も
利
用
で
き
ま
す
。

　

初
回
の
交
付
手
数
料
は
無
料

で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
か
ら
申
請
も
で

き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。 

個
人
番
号
カ
ー
ド

　

 

使
用
の
注
意

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
裏
面
に
記

載
さ
れ
て
い
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

は
、
法
律
な
ど
で
定
め
ら
れ
た
事

務
の
み
で
使
用
・
提
供
で
き
ま
す
。

※ 

ビ
デ
オ
レ
ン
タ
ル
店
な
ど
で
、

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
本
人
確
認

と
し
て
使
用
し
た
際
に
、
店
側

が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
書
き
写
し

た
り
、
コ
ピ
ー
を
取
っ
た
り
す

る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

 個⼈番号カード 
（表⾯） （裏⾯）

　マイナンバーは、従業
員を雇用しているすべ
ての事業者に関係しま
す。各種法定調書や被保
険者資格取得届などに、
従業員のマイナンバー
を記載し、行政機関へ
提出します。
　また、株式会社などの
「設立登記法人」やその
他法人には、13桁の法
人番号が指定されます
（1法人 1つの法人番号
で、法人の支店・事業
所などや個人事業者に
は指定されません）。
　法人番号は、10月か
ら登記上の所在地へ通
知書が送付されます。

民間事業者での制度対応

こ
の
部
分
は
通
知
カ
ー
ド

こ
の
部
分
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
申
請
書

　マイナンバーの取り扱いについて、気を
付けることは何ですか？

Ｑ

Ａ 　マイナンバーは、生涯にわたって利用す
る番号です。忘失・漏えいをしないよう、大
切に保管してください。行政機関や勤務先
などに提示する以外は、むやみに他人に教
えないようにしましょう。

　マイナンバーが導入されると添付書類が不
要になるといわれていますが、住民票の写し
や戸籍の添付がすべて不要になるのですか？

　マイナンバーの導入により、現時点では
社会保障や税、災害対策の分野で住民票の
写しなどの添付が不要になります。それ以
外の分野では、引き続き添付が必要です。
　また、戸籍はマイナンバーの利用対象と
なっていないため、従来どおり提出してい
ただく必要があります。

Ｑ

Ａ

よくあるギモン
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世
帯
票
・
個
人
票
と
も
に
、
住

所
・
氏
名
・
世
帯
主
・
続
柄
・
本
籍
・

筆
頭
者
・
在
留
情
報
な
ど
の
各
項

目
に
加
え
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
項

目
が
設
け
ら
れ
ま
す
が
、
住
民
票

の
写
し
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は

必
要
な
場
合
以
外
は
記
載
さ
れ
ま

せ
ん
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
定
め
ら
れ

た
用
途
以
外
で
収
集
す
る
こ
と
は

法
律
で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
た
め
、

窓
口
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ

れ
た
住
民
票
を
請
求
す
る
場
合

は
、
あ
ら
か
じ
め
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
使
用
目
的
に
よ
っ
て
は
、
発

行
を
お
断
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

窓
⼝
で
の
本
⼈
確
認
書
類

❒ 

新
様
式
の
内
容 

❒

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

 
住
⺠
票
へ
の
記
載

住
⺠
票
の
様
式
が

 
変
わ
り
ま
す

　

10
月
５
日
か
ら
住
民
票
の
様
式

が
変
わ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
住
民
票
は
個
人
単

位
で
し
た
が
、
新
し
い
住
民
票
は
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住
⺠
票
新
様
式
の
⾒
本

世
帯
単
位
で
作
成
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
（
手
数
料
に
変
更
は
あ

り
ま
せ
ん
）。

▽ 

１
枚
で
１
人
の
記
載
で
あ
っ
た

様
式
が
、
新
様
式
で
は
４
人
ま

で
記
載
さ
れ
ま
す
。

▽ 

住
所
・
氏
名
・
世
帯
主
・
続
柄
・

本
籍
・
筆
頭
者
・
在
留
情
報
な

ど
の
各
項
目
に
つ
い
て
、
最
新

の
情
報
で
記
載
さ
れ
ま
す
。

※ 

各
項
目
で
変
更
の
履
歴
を
証
明

す
る
場
合
は
、
個
人
票
で
の
発

行
と
な
り
ま
す
。

▽ 

住
所
履
歴
は
一
つ
前
の
住
所
の

み
記
載
さ
れ
、
そ
れ
以
前
の
履

❒ 
個
人
票
様
式
の
住
民
票 

❒

▽ 

各
項
目
の
最
新
情
報
お
よ
び
変

更
履
歴
が
記
載
さ
れ
ま
す
。

▽ 

消
除
さ
れ
た
人
の
住
民
票
お
よ

び
改
製
前
の
住
民
票
は
、
個
人

票
で
の
発
行
と
な
り
ま
す
。

※ 

請
求
内
容
に
応
じ
て
交
付
す
る

住
民
票
の
様
式
が
異
な
り
ま
す

の
で
、
詳
し
く
は
窓
口
で
ご
相

談
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
個
人
票

様
式
の
除
票
は
除
か
れ
た
日
よ

り
５
年
間
保
存
し
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
以
降
は
交
付
で
き
な

く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　

窓
口
で
各
種
証
明
書
を
発
行
す

る
際
に
本
人
確
認
を
実
施
し
て
い

ま
す
が
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
「
通

知
カ
ー
ド
」
は
、
本
人
確
認
書
類

に
は
該
当
し
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。こ
れ
ま
で
ど
お
り
、

運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
・
住

基
カ
ー
ド
・
保
険
証
な
ど
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
顔
写
真
入
り
の
個
人
番

号
カ
ー
ド
は
、
本
人
確
認
書
類
に

該
当
し
ま
す
の
で
、
利
用
し
た
い

人
は
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
の
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■コールセンター（全国共通ナビダイヤル）

▷ 受付時間：平日の午前 9時 30 分～午後 5時
30分（土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く）

▷外国語対応：0570･20･0291
※ ＩＰ電話などでコールセンターにつながらない場

合は、電話050･3816･9405におかけください。

℡  0570･20･0178

マイナンバー制度の問い合わせ

（個⼈票・⽇本⼈）（個⼈票・外国⼈）

歴
は
記
載
さ
れ
ま
せ
ん
。

▽ 

転
出
や
死
亡
な
ど
で
消
除
さ
れ

た
人
は
、
世
帯
票
様
式
の
住
民

票
に
は
記
載
さ
れ
ま
せ
ん
。
消

除
さ
れ
た
人
の
住
民
票
が
必
要

な
場
合
に
は
、
個
人
票
様
式
の

除
票
で
交
付
し
ま
す
。

○○ ○○
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